
“HEART DE

  ぎかい”
市
議
会
の
役
割
ニ

議
長　
松
原

　栄
樹

市
議
会
は
、
定
例
会
（
３
・

６
・
９
・
12

月
）
と
臨
時
会
が
あ

り
、こ
こ
で
議
会
の
意
思
を
決

定
し
ま
す
。
議
会
は
３
つ
の

ル
ー
ト
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案

な
ど
の
審
議
を
し
ま
す
。

①
市
長
提
出
議
案
（
事
業
に

関
す
る
条
例
や
予
算
・
決

算
な
ど
の
議
案
）

②
議
員
や
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案

（
決
議
・
意
見
書
を
含
む
）

③
市
民
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情

全
議
員
が
議
場
に
集
ま
っ
て
会
議
を
行
う
の

が
本
会
議
で
す
。
議
案
な
ど
を
審
議
し
、
市
議

会
の
最
終
的
な
意
思
を
決
め
た
り
、
一
般
質
問

や
市
長
の
施
政
方
針
な
ど
に
対
す
る
代
表
質

問
を
行
い
ま
す
。
一
般
質
問
は
、
市
政
全
般
に

つ
い
て
各
議
員
が
様
々
な
角
度
か
ら
、
執
行
機

関
に
事
務
の
執
行
状
況
及
び
将
来
の
方
針
な

ど
に
つ
い
て
、
報
告
や
説
明
を
求
め
て
疑
問
を

質
し
ま
す
。
市
民
要
望
を
交
え
な
が
ら
議
員
自

身
の
意
思
に
基
づ
い
て
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
、

よ
り
良
き
方
向
へ
と
提
言
す
る
も
の
で
す
。

市
議
会
の
権
限
は
、
市
長
や
議
員
か
ら
提

出
さ
れ
た
議
案
な
ど
を
審
議
し
て
議
決
す
る
こ

と
で
す
。
市
議
会
と
し
て
の
一
番
大
切
な
仕
事

で
す
。

※◎全会一致で可決・同意　 ○賛成多数で可決

分類 議　案　名　等 結果

条
例
（
市
長
提
出
）

湖南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及

び湖南市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例などについて改正を行う。

◎

湖南市職員の自己啓発等休業に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

国家公務員の給与改定などによる職員の給与の改

正に伴い、職員が休業から復帰するときに行ってい

る給料月額の調整について改定する。

◎

湖南市税条例等の一部を改正する条例の制定つ

いて

地方税法等の一部改正及び地方税法施行令の一

部改正に伴い、改正を行う。

◎

湖南市地域福祉基金条例を廃止する条例の制定

について

消費税率の改定により、社会保障関連財源が安定

的に確保されたため、廃止する。

○

湖南市石部軽運動場の設置に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

石部軽運動場内の和みの家について、使用料を設

定するため改正を行う。

○

湖南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の改定に伴い、小規模保育所Ａ型及び保育所型

事業者内保育事業所に配置しなければならない保

育士の数の算定について、当分の間特例を設けるた

め、改正を行う。

○

分類 議　案　名　等 結果

条
例

（
議
員
提
出
）

湖南市議会政務活動費の交付に関する条例の一

部を改正する条例の制定について
◎

湖南市議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定について
◎

条
例
（
市
長
提
出
）

湖南市職員の配偶者同行休業に関する条例の制

定について

公務員の継続的な勤務を促進するため、職員が外

国で勤務などをする配偶者と生活をともにすること

を可能とする制度として、国家公務員同様に配偶

者同行休業制度を設ける。

◎

湖南市再生可能エネルギー発電設備管理基金条

例の制定について

滋賀県公共施設再生可能エネルギー等導入事業

補助金を活用して設置する発電設備について、余

剰電力の電力会社への売払収入などを専ら設備の

維持管理又は更新の経費の財源に充てるために、

基金を設置する。

◎

湖南市事務分掌条例等の一部を改正する条例の

制定について

平成２９年４月の組織改正に伴う事務分掌の見直し

により、改正を行う。

◎

湖南市個人情報保護条例の一部を改正する条例

の制定について

個人情報の保護に関する法律及び行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部を改正する法律の一部が平成29年

５月30日に施行されることに伴い、改正を行う。

○

3月議会定例会

湖南市議会だより 2


